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近年、全国的に子どもの安全に対する関心が高ま

りつつあり、また、それと同時に、防犯ボランティ

アや地域安全マップづくり、子ども１１０番の家などと

いった、市民による防犯の取組が広がりを見せつつ

ある。こうした動きは、これまで専ら警察・行政が

担ってきた子どもの安全というものに対して、市民

がサポートするという意味があるのと同時に、警

察・行政と市民とが初めて同じ目線で子どもの安全

という問題について考え、行動するようになってき

たということを意味するものであると思われる。つ

まり、現在のこの状況というのは、まさに「市民と

行政との協働」が生まれつつあるということを示す

ものなのであり、その意味において、子どもの安全

という問題は、人々を不安へと陥れる大変な問題

（ピンチ）である一方において、市民と行政とが互い

に協力し合い問題解決に向かう一つの重要な契機

（チャンス）を与えてくれるものであると考えること

ができるのである。

この与えられた契機（チャンス）をどのように活

かしていくのか、これから警察・行政の取組事例を

見ていきながら、子どもの安全について、市民と行

政との協働に向けた観点で考察していく。

現在の子どもの安全という問題における行政と市

民との協働は、平成１２年に警察庁により定められた

「安全・安心まちづくり推進要綱」に遡る。同要綱

は、平成１１年に刑法犯の認知件数が２１６万件を超え、

中でも住居における強盗、性犯罪、住居侵入等の増

加とともに、「路上や公園における性犯罪、略取誘

拐、ひったくり等、特に女性や子ども、高齢者を対

象とした犯罪が著しい増加傾向にある」ことを受け

策定されたものである。同要綱によれば、「安全・安

心まちづくり」の意義には、以下のようなものがあ

るとされている。

「安全・安心まちづくり」とは、道路、公園等

の公共施設や住居の構造、設備、配置等について、

犯罪防止に配慮した環境設計を行うことにより、

犯罪被害に遭いにくいまちづくりを推進し、もっ

て、国民が安全に、安心して暮らせる地域社会と

するための取組のことをいう。

これらは、各種社会インフラの整備を伴うこと、

地域住民が日常利用する空間における安全対策で

あることなどから、警察のみでその推進を行える

ものではなく、自治体関係部局はもとより、防犯協

会、ボランティア、地域住民等と問題意識を共有

し、その理解を得て、推進することが重要である。

同要綱によれば、「安全・安心まちづくり」という

ものには、まず、①防犯環境設計の思想に基づいた

まちづくりを行うこと、そして、それと同時に、②

警察と自治体、防犯協会、ボランティア、地域住民

が「問題意識を共有し、その理解を得て、推進する」

という二重の意味が込められていることが分かる。

つまり、「安全・安心まちづくり」には、ハード面で

の整備と同時に、ソフト面での充実が欠かせず、両

輪が一体となって初めて「安全・安心まちづくり」

は完成するということなのである。また、同要綱に

おいて、もう一つ重要な点は、道路や公園、駐車・

駐輪場といった公共施設の設計においては、常に、

「女性や子ども、高齢者」といった社会的弱者に配慮

しつつ行われなければならない、ということであり、
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この「安全・安心まちづくり」という思想の中には、

当初から社会的弱者へのケア、社会福祉的な視点が

含まれていたということなのである。

このような観点から見て、もう一つ重要なものと

して、「女性・子どもを守る施策実施要綱」（警察庁、

平成１１年）を挙げることができる。これは、「女性・

子どもが被害者となった殺人、強姦、強制わいせつ

等の犯罪が増加傾向にあるとともに、女性に対する

つきまとい事案や夫から妻への暴力事案、子どもに

対する声掛け事案や児童虐待事案に関する相談件数

が増加傾向」にあるということをもとに定められた

ものである。同要綱の主な内容は、「ボランティア、

自治体等との連携による女性・子どもを守る施策の

推進」、「被害に遭った女性・子どもへの支援等」、そ

して、「資機材の整備等」などとなっており、「安

全・安心まちづくり推進要綱」と共通の精神（社会

的弱者の保護と地域との協働）を持ったものである

ということができる。また、「安全・安心まちづくり

推進要綱」にはない同要綱の特徴としては、「被害に

遭った女性・子どもへの支援等」であり、その主な

内容は、「つきまとい事案及び夫から妻への暴力事案

に対する取組」、「児童虐待に対する取組の強化及び

被害少年の保護」、そして、「犯罪の被害に遭った女

性・子どもの支援」等が含まれていることである。

つまり、「安全・安心まちづくり推進要綱」が専ら犯

罪の未然防止に焦点を当てられているのに対し、こ

の「女性・子どもを守る施策実施要綱」は犯罪の未

然防止に加え、犯罪の事後ケアまでをも含めたもの

であるということができるのである。

現在、安全・安心まちづくりに関する取組が全国

的な広がりを見せ、それによって地域社会の安全意

識は徐々に高まりつつあるものと思われる。しかし、

社会的弱者である「子どもの安全」を考えた場合、

未然防止的観点に加え、さらに、不幸にも犯罪が起

こってしまった場合における事後ケアを含めること

の必要性にも留意すべきである。

このように警察庁においては、子どもの安全に

関して取り決めがなされているのであるが、次に、

その他の省庁においては、どのような取り決めがな

されているか見てみたいと思う。

まず、厚生労働省においては、次世代育成支援対

策推進法（平成１５年法律第１２０号）に基づき、「行動

計画策定指針」を制定しており、その中で「子ども

等の安全の確保」が定められている。この「子ども

等の安全の確保」の主な中身は、「子どもの交通安全

を確保するための活動の推進」、「子どもを犯罪等の

被害から守るための活動の推進」、「被害に遭った子

どもの保護の推進」などとなっている。同指針にお

いて興味深いのは、「市町村行動計画及び都道府県行

動計画の策定に当たっての基本的な視点」として、

次の８つの視点が強調されている点である。

１．子どもの視点

２．次代の親づくりという視点

３．サービス利用者の視点

４．社会全体による支援の視点

５．すべての子どもと家庭への支援の視点

６．地域における社会資源の効果的な活用の視点

７．サービスの質の視点

８．地域特性の視点

子どもの安全においてもまた、立正大学の小宮信

夫教授考案の地域安全マップづくりで行われている

ように、まず、子どもの視点が基本となる。そして、

次に重要なのが、親や保護者の視点であり、保護者

のニーズを踏まえ、関心を得なければ、子どもの安

全は十分に確保することはできない。また、さらに、

それぞれの地域性に配慮した行動を行わなければ、

地域の人たちの賛同を得ることは難しくなってしま

うのである。つまり、子どもの安全において、市民

との協働を行うためには、まず、市民の側のニーズ

を把握するということ、そして、その上で、行動計

画を策定することが重要だということが、この８つ

の視点から分かるのである。※１

次に、文部科学省では、「近年、学校を発生場所と

する犯罪の件数が増加している」ことから、「学校安

全緊急アピール」（平成１６年）を国家公安委員長に提

他省庁における子どもの安全
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出している。主な内容は、次のとおりである。

このように、子どもの安全を考える上で、学校と

いう場は家庭や地域社会と並んで非常に重要である。

それは子どもが日常生活の大半を過ごす場であると

同時に、先生や友人といった家族とは異なる人間関

係を形成する基盤でもあるからである。従って、学

校における子どもの安全を考える際には、そこが子

どもにとって大切な人間関係の学習の場であるとい

うことを念頭に置いた上で、子どもや保護者の視点

に立ち、かつ、それぞれの地域特性に合わせた施策

を行わなければならないものと思われる。

※１ ちなみに、「次世代育成支援」の先進的取組事例

としては、「子ども等が犯罪に遭いにくい安全・安

心まちづくりのための条例整備（広島県、大阪府、

東京都）」、「子どもが犯罪等の被害に遭わないため

の安全・安心マップの作成（愛知県春日井市）」、「共

同住宅における生命、身体又は財産に危害を与える

犯罪を予防するため、共同住宅におけるエレベータ

ー内の防犯カメラの設置費の一部を補助する制度

（大阪府大阪市）」、「子どもが犯罪に遭わないための

街頭緊急通報システム（スーパー防犯灯）の整備

（栃木県、埼玉県、岡山県）」、「子どもが犯罪に遭わ

ないための街頭緊急通報システム（スーパー防犯

灯）、子ども緊急通報装置の整備（東京都、大阪府、

京都府、香川県）」、「ピッキングなどの侵入犯罪を

未然に防止するために、住宅の玄関の錠・補助錠の

交換、取り付けに対して費用の一部を補助する制度

（埼玉県朝霞市）」、「ピッキングやサムターン回し等

の侵入犯罪を未然に防止するため、錠の交換、補助

錠等の取り付け費用の一部を補助する制度（東京都

板橋区）」、「子ども等が犯罪に遭わないように、一

定の建築行為に際し警察署等との協議を定める条例

の整備（東京都豊島区）」、「子ども等が犯罪に遭わ

ないように、一定の開発行為、建築行為に際し警察

署等との協議を定める条例の整備（神奈川県横須賀

市）」、「一般住宅及び共同住宅の防犯対策を施行す

る者に対し、費用の一部を補助する制度（愛知県丹

波郡大口町）」などがある。

次に、自治体における子どもの安全対策について

見て行きたい。自治体における子どもの安全に対す

る取組に関しては、安全安心まちづくり条例、いわ

ゆる生活安全条例により定められている。例えば、

大阪府安全なまちづくり条例（平成１４年３月２９日

大阪府条例第１号）によれば、子どもの安全に関し

て、次のように取り決めがなされている。

このように生活安全条例においては、子どもの安

全というものは主に学校という場を念頭に置いたも

のとなっていることが分かる。さらに、府では、「公

立の学校における幼児、児童及び生徒の安全の確保

に関する指針」、「私立の学校における幼児、児童及

び生徒の安全の確保に関する指針」、「児童福祉施設

自治体における子どもの安全
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における児童等の安全の確保に関する指針」、「通学

路等における幼児、児童、生徒等の安全確保に関す

る指針」、「道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐

車場に関する防犯上の指針」といった「安全防犯指

針」を策定し、大阪府安全なまちづくり条例の実効

性を高めている。この他にも平成１４年度に「犯罪に

おける弱者に配慮した普及、啓発活動のあり方等に

関する専門委員会」を設置し、犯罪弱者(子ども、女

性、高齢者、障害者等)に配慮した普及、啓発活動に

ついて専門的に検討が行われた。これは「安全・安

心まちづくり」を推進する上で非常に重要な点であ

るため、以下、記してみたいと思う。

このように府では、生活安全条例を軸に、「子ど

も、女性、高齢者、障害者等に対する一般的な広

報・啓発活動をする上での留意事項」などのような

独自の展開を見せつつあるところに特徴があるもの

と思われる。それは「大阪教育大学附属池田小学校、

そして、寝屋川市立中央小学校の事件が起きた大阪

で、私は子どもの安全を何よりも第一に考え、取り

組んできました。…今後とも、警察をはじめ、市町

村、学校・園、保護者、地域の方々と引き続き連携

し、総力を挙げて、大阪の子どもたちの安全確保に

取り組んでいきます」※３という知事の言葉にも表れて

いるものと思われる。

※２大阪府のホームページ（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｐｒｅｆ.ｏｓａｋａ.ｊｐ/

ｆｕｋａｔｓｕ/ａｎｚｅｎ/ｓｅｎｍｏｎ/ｒｙｕｉｊｉｋｏ.ｈｔｍｌ）を参照。

※３「太田房江のチョット聞いてよ－知事メッセージ－」

（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｐｒｅｆ.ｏｓａｋａ.ｊｐ/ｍａｇａｚｉｎｅ/ｂａｃｋｎｏ/

ｂａｃｋｎｏ０５７.ｈｔｍｌ）参照。

このように、現在、子どもの安全については、国

及び地方自治体の取組において、各省庁・各部局の

垣根を越えた広がりを見せつつあるということが分

かる。それは、この問題の持つ特性に由来するもの

であり、また、同時に難しさでもあると思われる。

最後に、子どもの安全について、市民と行政とが手

と手を取り合って進んで行くために必要なことにつ

いて考えてみたい。

市民と行政とが協働するためには、まず、目的の

共有が必要である。これは先ほど見た厚生労働省に

おけるニーズ分析（８つの視点）のように、子ども

の視点、保護者・親の視点、そして、地域住民の視

点などに基づき、複合的なニーズを把握・分析する

ことが求められるということである。そして、大阪

府の取組のように子ども、女性、高齢者、障害者な

どといった対象に合わせた説明の仕方が求められて

くるのではないかと思われる。

市民と行政とが協働していくためには、市民のニー

ズ分析（ｍａｒｋｅｔｉｎｇ）と適切な説明（ａｃｃｏｕｎｔａｂｉｌｉｔｙ）

が基本となり、その上で、目的を遂行する上で必要

となる資源を持つ個人・団体（ｓｏｃｉａｌｃａｐｉｔａｌ）を掘

り起こし、それを適切に配置し、協働（ｃｏｏｐｅｒａｔｉｏｎ）

することになるということなのである。

具体的に述べていくと、第１のプロセスである

“Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ”とは、施策を構築していく上で重要な

おわりに～子どもの安全における
市民と行政との協働を目指して～
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市民のニーズの把握・分析を表す。アンケート調査

やインタビュー調査などを通じ、市民のニーズを探

ることなどが考えられる。

次に“Ａｃｃｏｕｎｔａｂｉｌｉｔｙ”とは、施策についての説

明を表すが、その際に注意すべきことは、「ただ単に

情報を出す」のではなく、相手の立場に立って情報

提供を行うということなのである。行政のプロフェ

ッショナルの方たちにとっては、理解して当たり前

のことであっても、専門用語などは一般市民には理

解することが難しいということは少なくない。従っ

て、情報を提供するに当たっては、府における「子

ども、女性、高齢者、障害者等に対する一般的な広

報・啓発活動をする上での留意事項」のような配慮

が重要と思われる。また、今や地域の安全という問

題については、行政のみならず市民の参加が求めら

れているということは言うまでもない。

そのような観点を踏まえ、Ａｃｃｏｕｎｔａｂｉｌｉｔｙの次のプ

ロセスでは、問題解決のための人材“Ｓｏｃｉａｌｃａｐｉｔａｌ”

の確保が求められることとなる。この人材確保に当

たっては、自治会など従来から存在しているコミュ

ニティ組織だけでなく、ＮＰＯなどの新しい組織の

両方に目を向けつつ進めなければならない。

そして最後に、協働“Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｏｎ”に至ること

となる。ここで重要なのは、それぞれの役割を明確

にするとともに、お互いが対等に協力し合うという

姿勢である。

つまり、Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ～Ａｃｃｏｕｎｔａｂｉｌｉｔｙのプロセス

を通じ、市民と行政とが問題意識を共有した上で、

適切な人材Ｓｏｃｉａｌｃａｐｉｔａｌの確保を行う。これらを踏

まえた上で、適材適所に人材を配置しつつ、市民と

行政が対等に協力し合うという体制づくりを行い協

働Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｏｎしていくことが重要なのである。こ

れまで述べてきた一連のプロセスを経ることを通じ

て、市民と行政とは協働の試みを成功させることが

できるのである。

終わりとなるが、大阪府内市町村においては、今

後とも、子どもの安全に関する先進自治体として全

国をリードする役割を是非担って行ってもらいたい

と思う。
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ルスーツの提案」「校内履きを見直す」などの研究

で、商品科学研究所他より多数受賞。

平成１１年より、「親子で生きる力を養う」ためのサ

イト「子どもの危険回避研究所」（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｋｉｋｅｎ-

ｋａｉｈｉ.ｏｒｇ/）を主宰・運営し、子どもに関わる事故・

犯罪・暴力・健康・環境などの情報を提供し、生活

安全教育の普及をライフワークとしている。近著

「犯罪の危険から子どもを守る！」（学研）など著書

多数。

所属学会

日本犯罪社会学会・日本犯罪心理学会・日本被害者

学会

警察政策学会『市民生活と地域の安全創造研究会』

研究員

所属委員会

・東京都『福祉のまちづくり推進協議会』委員（ユ

ニバーサルデザイン部会）

・文部科学省『地域で子どもを見守る全国ネットワ

ークシステム検討会』委員

・東京消防庁『東京都住宅防火対策推進協議会』委員

・警察政策学会『市民生活と地域の安全創造研究会』

研究員

・東京消防庁『子供の事故防止対策検討委員会』委

員（～２００６年３月）

・東京消防庁『エスカレーターに係る事故防止対策

検討委員会』委員（～２００５年３月）

・こども国連環境会議推進協会　実行委員会　委員

（ＪＵＮＥＣフォーラム２００５ プレセミナー実行

委員会　委員）（～２００５年８月）

・国土交通省・経済産業省『自動回転ドアの事故防

止対策に関する検討会』

委員（２００４年４月～６月）

・港区教育委員会　教育委員
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